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会 議 要 旨

議 案
24

　訴訟の対応について、訴訟の概要、要旨、今後の対応等の説明を受け、全委員の賛同に
より原案どおり決定された。

傍 聴 人 ０

報 道 ０

　議案第２４号については、個人情報に関する案件である旨が教育長から発言され、出席委員
全員が了承のうえ非公開とした。

【原案どおり決定】

報 告 事 項
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３

［説明］ 総務課

その他報告
(11) 令和３年度教育委員会における働き方改革のための取組状況調査結果（全国調査）に

ついて

佐 藤 委 員 報告を市町村から文科省にあげた、そのデータというのは県に返されてきてい
ますか。もうつかめないんですか。

降 旗 理 事 そうですね。どのように市町村が回答したのかといったことを、こちらも教え
てもらって、先程推進監からの説明にもあったんですが、例えばこの縦長の３
ページの所の真ん中の辺りにありますＩＣカード、タイムカード、パソコンの
使用時間の記録の客観的な方法の把握というところにつきましても、県では２
６の市町村で把握をしていると見ているんですが、どうも市町村からは、そう
答えていないというところも出てきているものですから、その辺りは共有をす
る必要はあるなと思っておりまして、そういう対応はしっかりと図っていかな
ければいけないなと思っております。

佐 藤 委 員 ぜひお願いしたいと思いました。
具体の取組状況も全国よりも低いものが幾つかあるようなので、そこの所はぜ
ひ喫緊にまた対策していただきたいなというのが、強い願いとしてあります。

権太働き方
改革推進監

すぐには送っていただいていないんですが、その後はこちらのほうでもつかん
で集めているところでございます。

降 旗 理 事 今、文科省に提出をした回答を県に寄せてくださいという依頼をしておりまし
て、まだ全ての市町村から回答されていないのですが、文科省にも市町村から
提出したものを県にお知らせしていただくように、今依頼をしているという状
況でございます。

佐 藤 委 員 そうでないと県としてもつかめないですものね。

岡 部 委 員 働き方改革について、４月の当初の保護者会があった時に、きちっとやはり周
知徹底をすべきで、例えば市町村が作るべきものがあるとしたら、留守番電話
とか、そういうものをやはり設置を早くしないといけないと思います。忘れ物
をして、塾が終わったら取りに行くので先生待っていてくださいと言われて
も、塾が終わるのは何時なのかと、そういう電話を受け取った時に５時半ぴっ
たりに帰るわけじゃないけれどもということとか、あるいは子どもがちょっと
どこかに行って帰ってこないんですけど一緒に探してくださいなんて言われた
時には、担任ではないのに、そのような仕事も結局していかなくてはならない
場合もあるので、やはり保護者にも周知徹底ということをしっかり、自分のと
ころの学校経営とか、運営とかは話をするかもしれないけれど、そういう細か
いことまできっと言わないと思うので、やはりきちっと働き方改革についても
周知徹底すべきじゃないかなと、この一番下を見て思いました。
以上です。

権太働き方
改革推進監

ありがとうございます。

長 澤 委 員 この４５時間以下の目標値とはどんな感じなんでしょうか。全国のレベルが６
０、６６、６割ということですね。山梨県も４３、５２、かなり低いと思うん
だけどれも、どの辺りがこの４５時間以下の目標としてだいぶ進んだという
か、良い状況と認識がされるんでしょうか。
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権太働き方
改革推進監

本県の目標としましては、４５時間というところの目標の設定は現在していな
い状態で、いきなり４５時間はなかなか厳しいので、平成２８年度の全国調査
や平成２９年の県の調査でも、教員の３割近くの人が８０時間超の勤務時間と
いうことなので、まずはそれをゼロにしていくということを働き方改革の新取
組方針の目標としております。

長 澤 委 員 そうすると１日４時間以下。先生方が大体月に２０日勤務だと、１日４時間を
減らすということですね。かなりまだ深刻ですね。そこはまだ・・。

教 育 長 土日の部活などが大きなウエートを占めているので、先程の部活動の外部委託
といったものを積極的に行うことによって、効果がそれなりに出てくると思い
ますが、今はなかなかそれが進んでいないということだと思います。

権太働き方
改革推進監

その時のデータでは平均で週に５時間ぐらいです。

長 澤 委 員 週に５時間ぐらいが部活、５×４で２０時間、単純に考えて。そんな感じです
か。部活だけじゃまだ足りない・・。

佐 藤 委 員 委員会が取ったアンケートと、教員自体に取ったアンケートの誤差が結構ある
ように思いますが、そこが一番心配な所で、これは１２月２０日の新聞で見た
んですけど、公立学校の７千人以上の教員から回答をもらったものが、１日平
均残業時間が２時間５４分で、これを月にしていくと９６時間というものすご
い数になっていて、昨年度以降からあまり変化は見られないと結論付けていた
ので、やはり何かもう少し喫緊に取り組みを進めていただかないと、このまま
だと教員がかなり苦しい状況だなと思いました。やらなければならない業務が
やはりあり過ぎるということなのかなと、その辺のサポートをぜひお願いした
いと思いました。

長 澤 委 員 そっちが問題なんですね。８０時間の中でいうと部活が占める割合が大きいわ
けですか。

権太働き方
改革推進監

そうです。新取組方針の策定に向けて、昨年の１０月末から１１月上旬にかけ
て、その１週間を指定しまして調査した中では、休日の勤務時間のところで
は、中学校、高校では部活動の指導が多いという結果になっております。

長 澤 委 員 本当は８０時間でどのぐらいが部活動なのかが分かれば、対策の講じ方もある
と思うんですよね。それがどのぐらいか、半分ぐらいですか。

権太働き方
改革推進監

今お話された７千人調査というのは、日教組がアンケートしたということで、
私もニュースで見ましたけれども、今回文科省の調査で出てきている全国の傾
向は、私の感覚的には、数字はかなり抑えられているのかなと感じました。本
県の場合には各学校の各先生の実情でデータを寄せていただいている部分があ
りますので、そういう点で少し全国と差、開きが出てしまっている部分がある
のかなと感じております。先生方の業務を見直しながら、時間外の勤務の縮減
を図っていかなければならないと考えております。

長 澤 委 員 そういう意味では、民間はかなり働き改革が進んでいます。うちの会社も４５
時間以上は１人か２人なんですね。だからそれで８０時間を減らすという話
は、採用という面で学生から見ると、これはかなり差を感じると思うんですよ
ね。先生になるというのは大変だなと。昔は民間もひどくて、２４時間働きま
すなんて言っていましたけどね。今はもう明らかに我々もシフトを変えました
から。完全に残業もなくす方向で進んでいるから、その差は大きくなってくる
と認識して急がないと、採用にとってものすごい不利であると思ったほうが良
いですよ。現実を踏まえるのも大事ですけれどね。
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松 坂 委 員 教えてもらいたいことがあるのですが。ＩＣカード、タイムカード、パソコン
の使用時間の取る方法なんですけど、具体的にはどういうふうに取るんです
か、集計方法は。タイムカードとＩＣカード、客観的な方法ということで言わ
れているんですけど、具体的に県の中でいくつの方法がありますか。

権太働き方
改革推進監

県ではパソコンの使用の記録を基礎データとして、小・中では、この表の下に
ありますが２５市町村で客観的な方法により、２５市町村が県で統一の校務支
援システムというシステムを入れまして、そちらからワンクリックするとその
データが吸い上げられるような形になっています。高校の場合にはパソコンに
ソフトを入れておきまして、そのソフトがパソコンの電源のオンとオフを測定
しまして、その数値を基にして、それ以外に部活動でパソコンを止めて外に出
ているような場合には、その部分のデータを手入力で加える、部活の指導時間
とかを加えるような形で全体の時間外のデータを集計しております。

松 坂 委 員 パソコンの中にそういう時間を取る所があって、そのパソコンの起動時間で集
計していると。部活の時には先生が自分で入れるということですか。

松 坂 委 員 みなし残業みたいな形になっているんですね。私が思うのは、そこの今言った
データの中身の議論が結構出ているんですよね。自治体が働き方改革をどう進
めようではなくて、ここの統計数値が違う所にとりあえず今議論が集中しちゃ
うじゃないですか。８０何パーセントと違うという形になってしまうのは、そ
このところの議論が今後も続くようであれば、私は先に時間をいかに正確に取
るかという所のシステムの見直しとか、仕組みの見直しをやらないと、常に皆
に聞いて、こっちと合っているかどうかというような働き方改革の本質の議論
に至らなくて、数値の違いだけを長い間、議論するのは、ちょっとナンセンス
な気がするので、正確に時間をどう取るかという仕組みをまず構築しないと無
理だと、難しいと思うんです。それじゃあどう取るかというと、本当は給与に
直結しないといけないんだと思うんですね。働いているけども、みなし残業は
これだけだから、まあしょうがないなと言って時間を長くしているという考え
方もあるだろうし、もっとその時間でどう教育をやっていくかという教員の働
き方改革というか、本人の、そして仕組みの大枠での働き方改革、両面から進
めないと、たぶん意識改革にならないんだと思うんですね。だからそこのとこ
ろの仕組みを徹底的に見直さないと、来年になってもたぶん数字の違いの議論
のほうが先行してしまうのではないかなと思いますので、出来ればその時間と
給与を一緒にして、全ての時間外を付けたものについては賃金を支払うという
考え方に基本変えないと、具体的な働き方改革は難しいんじゃないかなと私は
そういうふうにちょっと考えるんですけれど。そこのところに何か一つ議論を
進めてみたらどうかなと思います。難しいのかもしれないんですけれど。

権太働き方
改革推進監

パソコンを立ち上げて、戻ってきてパソコンの電源を落とすような場合にはそ
のまま含まれていますけども、そうではなくてパソコンを止めて部活に行って
しまうとか、あるいは土日パソコンの電源を入れないで部活をしたような先生
は、その部活の時間を追加で入れる形になります。

松 坂 委 員 賃金として把握しているものとは一致はしていないということなんですか。

権太働き方
改革推進監

教員の場合、教育調整額という手当がありますので、時間外手当は支払えない
仕組みになっております。

4



［説明］ 高校教育課

権太働き方
改革推進監

ありがとうございます。

岡 部 委 員 現状を甲府の先生たちに聞くと、自分でパソコンに入れるのは、とても時間が
かかると。それだけでも２～３分、朝来てかかるというようなことを聞いてい
ます。今はもう違う県などはＩＣカードをぽんと置けば全てパソコンで分かる
仕組みに変わってきたところもあり、それも働き方改革であり、市区町村がそ
ういうものをセットしてくれているということはありがたいというような話を
聞きました。

教 育 長 県教委で行っている研究会も、総合教育センターに集まってというのが通例で
すが、コロナ禍ではオンラインで行うようになりました。オンラインで今後も
可能なものは、そのままオンラインで、一方、厳選してフェイス・トゥー・
フェイスでないと伝わらない研修もございます。伝達して机上で出来るものは
基本オンラインで行うよう少しずつ見直して、そのままコロナ前に戻さないよ
うな形でと取り組んでいますので、足元から働き方改革をしっかりと行ってい
きたいと思っております。

【 了 知 】

(12) 令和４年３月公立高等学校卒業予定者の就職内定状況について（令和３年１０月末時

小 澤 委 員 コロナ禍になって、今までは長期休みの前に２回か３回、先生たちが夜の時間
を使って育成会と懇談をするというのがありました。ただコロナ禍になって、
それが全部廃止になったんですけれど、父兄としては全然困らないし、これか
らもそうやってほしいねというふうに言っていますね。先生方は何かやらな
きゃいけないのか、よく分からないんですが、文書が回ってきても毎回同じよ
うな文書なので何も変わったところがないので、このようなことは、仮にコロ
ナが落ち着いたとしても働き方改革の一環ということでやっていけばいいん
じゃないかなと思います。

長 澤 委 員 やらなくても済んでいるなら、やらなくても大丈夫なのでしょうね。

小 澤 委 員 コロナが見直させてくれたのかもしれません。

佐 藤 委 員 すごい大変な就職支援のご努力、やはり国のおかげでこういう成果が出ている
ということで、ありがたいことだなと思いました。若者サポート、サポステ、
その周知をしていただいていますが、最近の活用状況といいますか、何か変化
があるのでしょうか。
それと同じように、産業労働部との連携の中で講師派遣事業というのがあるん
ですけれど、これは学校の依頼要望に応じて行くのでしょうか。それとも県で
計画的に行っているやり方なんでしょうか。
それから最後、ここ何年かお願いして離職者の追跡や頼る所がなくて困ってい
る方たちのための窓口ということでお願いしていたことが、ここで実っている
ようで大変良いなと思いましたが、設置してみて窓口はどのぐらい利用がある
のかなと。その辺りがもし分かれば教えてください。

高見澤課長 サポステの活用につきましては、それぞれ学校の就職担当から就職希望者に向
けて周知することになりますが、実際吉田のサポートステーションは相当生徒
が行っているという話を聞いております。
講師派遣事業につきましては、これは学校からの希望が出てきたところで派遣
する形を取っております。
卒業生の相談窓口、各校の進路指導で設けるんですが、具体的な数字はつかん
でおりません。
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［説明］ 保健体育課

高見澤課長 就職した生徒につきましては、一番下のところは、翌年度就職担当であった
り、学校が企業を訪問して状況を確認する中で、卒業生がどのようにその企業
の中で働いているか、場合によっては離職してしまっている理由を分かる範囲
でつかんでいるところです。

佐 藤 委 員 そうですか。前にも頼るところ、相談できるところがないということで困って
いる生徒さんがいたようなので、就職してからも２、３年は少し様子を見てい
ただくほうがいいのかなということをお願いしてありました。良い方向に進め
ていただいてありがたいと思いました。

高見澤課長 ありがとうございます。

佐 藤 委 員 何か就職してからの生徒さんの状況とかで、県が把握していることで気になっ
ているようなことってあるんですか。

【 了 知 】

小 澤 委 員 多様な職種の講師が行くわけではないんですか。

高見澤課長 企業情報ということではなくて、県内の企業、こういった企業があるというこ
とを周知する取り組みでございまして、産業労働部に高校の教員が１人おり、
その者が中心となって依頼を受ければ学校に行って話をしてくるという状況で
す。

小 澤 委 員 わかりました。

小 澤 委 員 講師派遣事業は謝金等も発生するかと思いますが、そこの予算はどこか取って
あるのでしょうか。

高見澤課長 講師につきましては、謝金の発生しない公務員を中心に実施していきたいと
思っております。

(13) 令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果について

佐 藤 委 員 過去、投力というんですか、すごく低いという山梨県の実態があったように記
憶していたんですけど、ここがすごく星印がついて、もうかなりアップしてい
るようですが、何か取り組みがあったんですか。

上 田 課 長 特に小学校で、もっと楽しい体育授業で体力アップという授業がございます。
総合型地域スポーツクラブ等の指導者に体育の授業に行ってもらい、投げる動
作を小１、小２あたりの子どもたちが楽しくできるような運動遊びを紹介して
もらっております。ただ単に子どもたちにそういうことができるように紹介す
るのではなくて、教師に体育の授業の楽しみながら体力アップを紹介するとい
う取り組みで、先生方がそれを継続して取り組んでくれていたり、学校の委員
会活動で取り組んでいただいたりということが、少し表れてきたかなと思って
おります。

佐 藤 委 員 やはり大きいですね、そういうことの取り組みは。分かりました。
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〔　教育長閉会宣言　〕　

以　　　上

岡 部 委 員 一校一実施もだいぶ変わったと思います、取り組みも。事例もどんどん出した
り、先生たちにも分かりやすくしたり。令和元年に指導主事がわざわざＺＯＯ
Ｍでご自分が投げる姿を見せたりして、本当に先生たちを意欲的にさせるよう
なものを県から発信しているなと思いました。特に一校一実施はだいぶ変わっ
たなと思いました。ありがとうございます。

【 了 知 】
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